
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
吉
田
育
弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
十
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
号
ま
で
」
を
「
第
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。十
一
臨
時
免
許
状
に
関
す
る
副
申
書
（
第
十
九
号
様
式
）

「

１

実

務

等

証

明

責

任

者

と

は



大

学

附

置

の

国

立

学

校

（

学

校

教

育

法

第

２

条

る

国

立

学

校

を

い

う

。

）

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

の

大

学

の

学

長



県

立

学

校

は

県

教

育

委

員

会


市

町

村

立

学

校

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

の

市

町

村

教

育

委

第
七
号
様
式
中

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

の

理

事

長

を

い

い

ま

す

。

２

奈

良

県

立

の

学

校

の

教

員

又

は

現

に

教

員

で

な

い

者

は



実

務

等

証

明

責

任

と

し

ま

せ

ん

。

「

１

実

務

等

証

明

責

任

者

と

は



大

学

附

置

の

国

立

学

校

（

学

校

教

育

法

第

第

２

項

に

規

定

す

る

国

立

学

校

を

い

う

。

）

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

の

大

学

の

学

長



奈

良

の

教

員

に

あ

っ

て

っ

て

は

そ

の

学

校

長



市

町

村

立

学

校

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

の

市

町

村

員

会



私

立

学

校

を

校

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

の

理

事

長



奈

良

県

以

外

の

都

道

府

県

立

学

校

の

都

道

府

県

教

育

委

員

会

を

い

い

ま

す

。

者

の

証

明

を

必

要

２

奈

良

県

立

学

校

の

教

員

又

は

現

に

教

員

で

な

い

者

は



学

校

（

園

）

長

」

務

等

証

明

責

任

者

の

証

明

の

み

で

可

と

し

ま

す

。

２

条

第

２

項

に

規

定

す

県

立

学

校

の

教

員

に

あ

教

育

委

員

会



私

立

学

の

教

員

に

あ

っ

て

は

そ

に
改
め
る
。

の

証

明

を

不

要

と

し

実

」



第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第９号様式 
修 得 単 位 一 覧 表 

 

年   月   日現在 ふりがな 
氏 名 

 ふりがな 
旧 姓 

※ 
生年月日 （元号）     年    月   日  
 開 設 科 目 名 単位修得年月日 修得単位数 
１ 

 ・  ・  
２ 

 ・  ・  
３ 

 ・  ・  
４ 

 ・  ・  
５ 

 ・  ・  
６ 

 ・  ・  
７ 

 ・  ・  
８ 

 ・  ・  
９ 

 ・  ・  
10 

 ・  ・  
 

備考 奈良県教育委員会免許法認定講習で修得した単位のみ記入してください。 

   ※証明書に記載された氏名から変更がある場合は「旧姓」を記入 



第
十
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



 

 

第１９号様式  
臨時免許状授与に関する副申書 

                                                                               年  月  日  奈良県教育委員会 殿 学校名 校 長                                  次のとおり臨時免許状の授与について副申します。 申請免許状の種類 助教諭臨時免許状 教科又 は領域  採用予定者氏名  生 年 月 日    年   月   日  （   歳） 採 用 予 定 校 名  採用予定年月日    年   月   日  
普通免許状を有する者を採用することができない具体的理由   
申請免許状に係る資質・能力に関す る所見   
上記の者の普通免許状取得計画                     同一免許状での既授与回数（  ）回 



附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ

り
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
証
明
書
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規

則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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